
 

 

○渋川市水道法施行細則 

平成２５年３月１２日 

規則第８号 

改正 平成２５年１１月１日規則第３７号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、水道法（昭和３２年法律第１７７号。以下「法」とい

う。）の施行に関し、水道法施行令（昭和３２年政令第３３６号）及び水

道法施行規則（昭和３２年厚生省令第４５号）に定めるもののほか、必要

な事項を定めるものとする。 

（施設基準適合確認の申請等） 

第２条 法第３３条第１項の申請書は、専用水道布設工事設計確認申請書（様

式第１号）とする。 

２ 法第３３条第３項の規定による届出は、専用水道布設工事設計確認申請

書記載事項変更届（様式第２号）により行うものとする。 

３ 法第３３条第５項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、当該各号に定める書類により行うものとする。 

（１） 専用水道の布設工事の設計が法第５条の規定による施設基準に適

合することを確認した場合 専用水道布設工事設計確認通知書（様式第

３号） 

（２） 専用水道の布設工事の設計が法第５条の規定による施設基準に適

合しないと認めた場合又は申請書の添付書類によっては適合するか否か

を判断できない場合 専用水道布設工事設計不適合等通知書（様式第４

号） 

（専用水道の給水開始前の届出） 

第３条 法第３４条第１項において準用する法第１３条第１項の規定による

届出は、専用水道給水開始前届（様式第５号）により行うものとする。 

（水道技術管理者の設置等の届出） 

第４条 専用水道の設置者は、法第３４条第１項において準用する法第１９

条第１項の規定により水道技術管理者を設置したとき、又は水道技術管理



 

 

者を変更したときは、速やかに水道技術管理者設置（変更）届（様式第６

号）を市長に提出しなければならない。 

（業務委託開始等の届出） 

第５条 法第２４条の３第２項（法第３４条第１項において準用する場合を

含む。）の規定により業務委託を開始又は失効したときは、速やかに業務

委託開始（失効）届（様式第７号）を市長に提出しなければならない。 

（平２５規則３７・追加） 

（専用水道の廃止の届出） 

第６条 専用水道の設置者は、専用水道を廃止したときは、速やかに専用水

道廃止届（様式第７号）を市長に提出しなければならない。 

（平２５規則３７・旧第５条繰下） 

附 則 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年１１月１日規則第３７号） 

この規則は、平成２５年１１月１日から施行する。 

 



 

 

様式第１号（第２条関係） 

 

専 用 水 道 布 設 工 事 設 計 確 認 申 請 書 

 

年  月  日  

 

 (宛先）渋川市長 

 

            住  所 

        申請者 ふりがな 

            氏  名               印 

           (法人又は組合にあっては、名称及び代表者氏名) 

            電話番号 

 

 次のとおり専用水道布設工事の確認を受けたいので、水道法第３３条第１

項の規定により申請します。  
 

 
施 設 の 名 称  

 

 
 
 

 
施設の所在地  

 

 
 
 

 
給 水 の 対 象  

 

 
 
 

 
給 水 開 始 の  

 
予 定 年 月 日  

 

 
 

     年  月  日  
 
 

 

添付書類 

 １ 工事設計書 

 ２ 居住に必要な水の供給を受ける者の数を記載した書類 

 ３ 居住に必要な水の供給が行われる地域を記載した書類及び図面 

 ４ 水道施設の位置を明らかにする地図 

 ５ 水源及び浄水場の周辺の概況を明らかにする地図 

 ６ 主要な水道施設(７に掲げるものを除く。)の構造を明らかにする平面

図、立面図、断面図及び構造図 

 ７ 導水管きょ、送水管並びに排水及び給水に使用する主要な導管の配置

状況を明らかにする平面図及び縦断面図  
 
 



 

 

様式第２号（第２条関係） 

 

専用水道布設工事設計確認申請書記載事項変更届  
 

年  月  日  
 

 （宛先）渋川市長 

 

             住  所 

         届出者 ふりがな 

             氏  名               印 

            （法人又は組合にあっては、名称及び代表者氏名） 

             電話番号 

 

 次のとおり専用水道確認申請書の記載事項を変更したので、水道法第３３

条第３項の規定により届け出ます。  
 

 
確 認 年 月 日 及 び

番 号  
 

 
      年  月  日 ・ 第    号  
 

 
変 更 事 項  

 

 
 
 

 
変  
更

内  
容  
 

 
変 更 前  

 

 
 
 

 
変 更 後  

 

 
 
 

 
変 更 年 月 日  

 

 
     年  月  日  

 
 
 

変 更 理 由  
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

様式第３号（第２条関係） 

 
 

 (指令番号) 

 
                                    住所又は主たる   
                                    事務所の所在地   
  
                                    氏名又は名称及              様 
                                    び代表者氏名 
 

専用水道布設工事設計確認通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった下記の専用水道の布設工事の

設計については、水道法第５条の規定による施設基準に適合するものである

ことについての確認をしたので、同法第３３条第５項の規定により通知しま

す。 

 

      年  月  日 

 

                  渋川市長          印 

 

記 

 

１ 施設の名称 

 

 

 

 

 

２ 施設の所在地  



 

 

様式第４号（第２条関係） 

 

 (指令番号) 

 
                                  住所又は主たる   
                                  事務所の所在地   
                                                     
                                  氏名又は名称及                様 
                                  び代表者氏名 
 

専用水道布設工事設計不適合等通知書 

 

     年  月  日付けで確認の申請のあった下記の専用水道の布設

工事の設計については、水道法第 5 条の規定による施設基準に適合するもの

であることについての確認ができませんでしたので、同法第３３条第５項の

規定により通知します。 

 

      年  月  日 

 

                  渋川市長          印 

 

記 

 

１ 施設の名称 

 

 

２ 施設の所在地 

 

 

３ 不適合等の理由 

 

 

教示 

 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の

翌日から起算して６０日以内に、市長に対して異議申立てをすることができ

ます。また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以

内に、渋川市を被告として処分の取消しの訴えを提起することができます(な

お、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっ

ても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると訴えを提起するこ

とができなくなります。)。ただし、異議申立てをした場合には、処分の取消

しの訴えは、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日か

ら起算して６か月以内に提起することができます。  



 

 

様式第５号（第３条関係） 

 

専用水道給水開始前届  
 

年  月  日  
 

 （宛先）渋川市長 

 

              住  所 

          届出者 ふりがな 

              氏  名              印 

            （法人又は組合にあっては、名称及び代表者氏名） 

              電話番号 

 

 次のとおり専用水道の給水を開始するので、水道法第３４条第１項におい

て準用する同法第１３条第１項の規定により届け出ます。  
 

 
確 認 年 月 日 及 び

番 号  
 

 
      年  月  日 ・ 第    号  
 

 
工 事 完 了 年 月 日  

 

 
 年  月  日  

 
 

給 水 開 始 年 月 日  
 
 

 
 年  月  日  

 
 

 
 

水 質 検 査 の 結 果  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

施 設 検 査 の 結 果  
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

様式第６号（第４条関係） 

 

水道技術管理者設置(変更)届  
 

年  月  日  
 

 （宛先）渋川市長 

 

             住  所 

         届出者 ふりがな 

             氏  名               印 

           （法人又は組合にあっては、名称及び代表者氏名） 

             電話番号 

 

 次のとおり水道技術管理者を設置（変更）したので、渋川市水道法施行細

則第４条の規定により届け出ます。  
 

 
確 認 年 月 日 及 び

番 号  
 

 
      年  月  日 ・ 第    号  
 

 
給 水 開 始 年 月 日  

 

 
     年  月  日  

 
 
 

水

道

技

術  
管  
理  
者  
 
 

 
氏 名  

 

 
 
 

 
住 所  

 

 
 
 

 
学歴及び水道

に関する技術

上の実務経験  
 

 
 
 
 
 

 
設 置 年 月 日  

 

 
     年  月  日  

 
 



 

 

様式第７号（第５条関係） 

 

業務委託開始(失効)届  
 

年  月  日  
 

 （宛先）渋川市長 

 

             住  所 

         届出者 ふりがな 

             氏  名               印 

           （法人又は組合にあっては、名称及び代表者氏名） 

             電話番号 

 

 専用水道の管理に関する技術上の業務について委託を開始（失効）したの

で、渋川市水道法施行細則第５条の規定により届け出ます。  
 
１ 専用水道の名称  
 
 
２ 専用水道設置者の氏名又は名称  
 
 
３ 水道管理業務受託者の住所及び氏名  （法人又は組合にあっては、主たる事業

 所の所在地及び名称並びに代表者の氏名）  
 
 
４ 受託水道業務技術管理者の氏名  
 
 
５ 委託した業務の範囲  
 
 
６ 契約期間      年  月  日から   年  月  日  
 
７ 当該契約が効力を失ったときは、その理由  
 
 
添付資料  
１ 水道法施行令第７条第３号に掲げる事項についての条項を含む委託契約書の

 写し  
２ 受託水道業務技術管理者の資格を有することを証する書類  



 

 

様式第８号（第６条関係） 

 

専用水道廃止届  
 

年  月  日  
 

 （宛先）渋川市長 

 

                住  所 

            届出者 ふりがな 

                氏  名            印 

               （法人にあっては、名称及び代表者氏名） 

                電話番号 

 
 

 次のとおり専用水道を廃止したので、渋川市水道法施行細則第６条の規定

により届け出ます。  
 
 

 
確 認 年 月 日 及 び

番 号  
 

 
      年  月  日 ・ 第    号  
 

 
廃 止 年 月 日  

 

 
     年  月  日  

 
 
 
 

廃 止 の 理 由  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


